
 

 

社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視―道路橋の保全等を中心として― 

の結果に基づく勧告に伴う改善措置状況（回答）の概要 
 

 

【調査の実施時期等】 

１ 実施時期：平成 20年 12月～22年２月 

 ２ 調査対象機関：農林水産省、国土交通省 

 

【勧告年月日及び勧告先】 

平成 22 年２月５日 農林水産省、国土交通省 

 

【回答年月日】 

農林水産省  平成 22年 10月７日 

  国土交通省  平成 22年 10月４日 

 

【調査の背景事情等】 

 
 

○  我が国の社会資本は、高度経済成長期に集中的に整備。このうち、道路橋は、道路ネットワークを構成する重要な構造物で設置数も膨大。

また、農道橋及び林道橋の多くは生活道路に設置され、道路橋と同様に地域交通ネットワークを形成  

○  今後、建設後50年以上を経過する橋梁が急増し、維持管理・更新費用が膨大になる見込み  

○ しかしながら、適切な定期点検及び補修等が十分に実施されておらず、重大な損傷事例等が発生  

○ このため、国は、社会資本整備重点計画法等に基づき、社会資本の効率的・計画的な維持管理を推進  

○  この調査は、社会資本のうち道路橋、農道橋及び林道橋の効率的な維持管理の推進及び安全性・信頼性の確保の観点から調査 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
１ 橋梁アセットマネジメントの取組（長寿命化対策）の推進 

(1) 道路橋の長寿命化対策の推進 

（勧告要旨） 

国土交通省は､道路橋の長寿命化対策を推進する観点から、次の

措置を講ずる必要がある。その際、国土交通省は、地方公共団体の

自主性・自立性が確保されるように配慮すること。 

① 直轄道路橋の中長期的なライフサイクルコストの最小化を図

るため、引き続き点検データの収集、蓄積を行い、確度の高い劣

化予測や最適な補修工法の選定等が可能となるよう橋梁マネジ

メントシステムの高度化を図ること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○  国土交通省では、道路ストックの効率的な管理を目的として、管

理する直轄道路橋の長寿命化及び橋梁の修繕・架け替えに係る費用

の縮減に資するため、計画策定の基本方針、管理橋梁の定期点検、

修繕及び更新等の実施時期、計画による効果を定めた長寿命化修繕

計画を策定・公表する方針 

○ 各地方整備局では、管内のすべての直轄道路橋について、長寿命

化修繕計画の策定に向けた対象橋梁の一覧表の作成、長寿命化修繕

計画による効果の把握等の作業を実施 

＜調査結果の概要＞ 

○ 各地方整備局において、長寿命化修繕計画の効果（計画実施によ

るライフサイクルコストの縮減額）を把握しているものは１地方整

備局のみ。しかも管理する管内の 3,630橋のうち、３橋についての

みの把握 

 

【国土交通省】 

＜改善状況＞（道路橋） 

→ 直轄道路橋の中長期的なライフサイクルコストの最小化を図ると

ともに、長寿命化修繕計画による効果（ライフサイクルコスト縮減効

果等）を算出するための手法等の検討に資するため、平成16年３月に

策定した橋梁定期点検要領（案）に基づいて、平成16年度から20年度

に実施した定期点検結果等を基に、経年、材料、部材位置、架橋環境

等に応じた損傷発生状況、損傷進行状況等の特徴を分析中である。 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
○ 地方整備局及び国道事務所等では、橋梁マネジメントシステムを

活用しているが、現状では、システムとして、道路橋の健全度を予

測し、必要な補修・補強等の最適な時期と方法を判定し、ライフサ

イクルコストが最小となる中長期的な管理計画を十分検証できる

までには至っていない状況 
 

（勧告要旨） 

② 地方公共団体と連携・協働し、長寿命化修繕計画による効果（ラ

イフサイクルコスト縮減効果等）を算出するための手法等の検討

を進めること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 国土交通省は、平成 19 年度から、地方公共団体が管理する道路

橋の長寿命化対策として長寿命化修繕計画策定事業を実施。地方公

共団体は、補助を受けて策定した道路橋の長寿命化修繕計画につい

ては、遅滞なく公表し、各地方整備局長に提出 

○ 上記の補助事業は、都道府県及び政令市については平成 23 年度

まで、その他の市町村については 25年度までの措置 

＜調査結果の概要＞ 

○  調査時点（平成 20年 12月１日現在）において、全国の道路を管

理する地方公共団体 1,829 管理者のうち、長寿命化修繕計画策定事

業費補助を受けて長寿命化修繕計画を策定しているもの（地方整備

局に同計画を提出済みのもの。以下同じ。）は 32 管理者（1.7％）。

内訳は、ⅰ）都道府県では 47管理者のうち 19管理者（40.4％）、ⅱ）

政令市では 17管理者のうち７管理者（41.2％）、ⅲ）市町村では 1,765

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

→ 同上 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
管理者のうち６管理者（0.3％） 

 

（勧告要旨） 

③ 長寿命化修繕計画の策定を推進するため、地方公共団体からの 

要望に応じて、引き続き講習会等を開催すること。 

また、開催に当たっては、他の道路管理者が策定した長寿命化

修繕計画の事例等の情報提供を行うこと。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○  各地方整備局では、平成 19 年度から、長寿命化修繕計画策定事

業を推進するため、地方公共団体等の職員を対象とした講習会等を

独自に開催 

＜調査結果の概要＞ 

○ 各地方整備局における平成 19年度及び 20年度の講習会等の開催

状況をみると、各地方整備局により開催回数や対象者が区々 

 

(2) 農道橋及び林道橋の長寿命化対策の取組の推進 

（勧告要旨） 

農林水産省は、農道橋及び林道橋における長寿命化対策を推進す

る観点から、次の措置を講ずる必要がある。その際、農林水産省は、

地方公共団体の自主性・自立性が確保されるように配慮すること。 

① 農道橋について、そのライフサイクルコストの縮減を図る観点

から、地方公共団体に対して予防保全的な維持管理の有効性に係

る周知等を行い、農道保全対策事業（点検診断事業）の活用の促

進を図ること。 

 

 

＜改善状況＞ 

→ 講習会等の開催に当たっては、地方公共団体からの要望を踏まえて

実施しており、定期点検等を適切に実施するために必要な点検方法、

損傷に関する知識の習得、長寿命化修繕計画の策定に関する内容など

と併せ、平成22年度は約80回の講習会を開催予定である（平成22年７

月末現在、21回実施済み）。 

他の道路管理者の長寿命化修繕計画の事例等についても、講習会等

で情報提供を実施している。 

 

 

 

 

 

 

【農林水産省】 

＜改善状況＞（農道橋） 

→ 農道については、今後、順次更新時期を迎える農道及び農道橋等の

道路構造物の更新対策として、施設の長寿命化によるライフサイクル

コスト低減等の保全対策の充実を図っているところである。 

一方、農道の維持管理については、財産の管理者である地方公共団

体がその責務として適切に行うこととされており、農道橋の点検診

断・保全対策の実施についても、地方公共団体が予算や地域の実情を

考慮しつつ主体的に実施するものである。 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
また、点検診断事業の点検診断結果等を長期的な維持管理に有

効に生かせるよう、道路橋の長寿命化修繕計画などを参考とし、

地方公共団体とともに農道保全対策計画の内容の充実について検

討すること。  

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 農林水産省は、平成19年度から、増加する農道の更新対策への取

組として、これまでの事後保全的な対策に予防保全的な仕組みを加

え、施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図るとと

もに、災害等の不測の事態が発生した場合の緊急対策を制度的に整

備し、農道ストックの保全対策の充実強化を図るものとして農道保

全対策事業（点検診断事業）を実施 

○ 都道府県知事は、「点検診断事業」を実施した場合には、施設の

点検診断結果及びこれに基づく検討内容等をまとめた農道保全対

策計画を作成 

＜調査結果の概要＞ 

○  平成 19年度及び 20年度の全国における農道保全対策事業の実施

状況をみると、同事業を実施しているものは全国で 31 地区。これ

らのうち、農道橋について、点検診断事業を実施しているものは 10

地区の 116 橋。これは、全国に設置されている農道橋 3,120 橋（平

成 20 年８月１日現在）の 3.7％ 

○ 農道保全対策計画は、都道府県知事が独自に作成することとされ

ているが、農道保全対策事業実施要領において、同計画の様式や記

載すべき具体的な内容は示されていない状況 

 

農林水産省では、今回の総務省の勧告（社会資本の維持管理及び更

新に関する行政評価・監視－道路橋の保全等を中心として－。以下同

じ。）を踏まえ、地方公共団体の自主性・自立性の確保に配慮しなが

ら、地方公共団体における農道の保全対策の推進、維持管理の充実を

図るため、以下の措置を講じたところである。 

① 各地方農政局長等に対し、「農道の保全対策の推進について」（平 

成22年３月４日付け21農振第1953号農村振興局長から地方農政局

長、内閣府沖縄総合事務局長及び北海道知事あて）を発出し、勧告 

内容を周知するとともに、管内の関係地方公共団体に対して、農道 

橋を中心とした点検診断の実施の促進を始めとして、農道保全対策 

の推進の必要性についての周知及び必要な情報の提供に努めるよ

う依頼した。 

② 農道の維持管理・点検診断の実施等に係る国の支援体制を整備す 

るため、平成22年４月13日、各地方農政局等の農道担当者を対象と 

した「農道担当者会議」を開催し、勧告内容を周知するとともに、 

各地方農政局等において、農道台帳の整備方法、長寿命化対策に向 

けた点検・診断などに関する課題について、農道管理者である地方 

公共団体とともに整理・検討する体制を構築するよう指示した。 

あわせて、農道の維持管理・点検診断の参考とするため、道路橋 

のアセットマネジメント、点検要領などの参考文献情報（リスト） 

を配布し、管内地方公共団体への情報提供を行った。 

なお、平成22年８月以降、各地方農政局等において、地方公共団 

体とともに課題の把握、事例・情報収集及び意見交換等を行い、農 

道台帳、点検診断手法及び保全対策計画の内容等の充実を図るべく 

検討を進めていく予定である。 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
（勧告要旨） 

② 林道橋について、その利用状況等の実態を把握した上で、現に 

一般交通の用に供されているものについては、地方公共団体等とと 

もにライフサイクルコストの縮減に向けた管理手法の導入を検討

すること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 林野庁では、林道改良統合補助事業を実施し、橋梁改良として、

建設後５年以上経過した林道橋のうち、機能が喪失又は著しく低下

している林道橋の架け替え、新設又は塗装工事を実施 

なお、同事業では、長寿命化対策に関する考え方及びこれに基づ

く事業等は実施されていない状況  

＜調査結果の概要＞ 

○ 平成 16年度から 20年度までの５年間に全国で林道改良統合補助

事業を活用して林道の改良等を実施しているものは 399 地区 

○ 調査した 25林道管理者（５道県及び 20市町村）において、平成

16 年度から 20 年度までの間に林道改良統合補助事業を活用して林

道の改良等を実施しているものは６管理者（計 94 地区）。これらの

うち、林道橋の改良を実施しているものは２管理者（２地区、３橋）

となっており、事業内容は、林道橋の耐震工事、塗装工事などを実

施 

 

 

 

 

＜改善状況＞（林道橋） 

→ 林道の維持管理については、財産の管理者たる地方公共団体等がそ

の責務として適切に行うものであり、点検診断・保全対策の実施にお

いても、地方公共団体等が予算や地域の実情を考慮しつつ主体的に実

施するものである。 

農林水産省（林野庁）では、今回の勧告を踏まえ、地方公共団体等

の自主性・自立性の確保に配慮しながら、地方公共団体等を対象とし

た会議等を活用し、地方公共団体等における林道の保全対策の推進、

維持管理の充実を図るための実態把握及び各種情報の提供を行って

いくこととし、以下の措置を講じたところである。 

① 林野庁では、各都道府県に対して、事務連絡（平成22年３月10日 

付け林野庁森林整備部整備課林道事業班担当課長補佐、監査管理班 

担当課長補佐から各都道府県林道整備事業担当課長あて）を発出

し、都道府県を通じて林道管理者である市町村等に対し、林道橋の 

ライフサイクルコストの縮減及び安全性・信頼性の確保を図るた

め、定期点検及び点検結果に基づく適切な補修等の実施の必要性に 

ついての周知を行った。 

あわせて、今回の勧告を踏まえた、ⅰ）林道橋の適切な管理、ⅱ） 

林道橋の点検の実施、ⅲ）林道橋の補修の実施、ⅳ）通行制限等へ 

の対応について検討するよう依頼した。   

なお、平成22年度末を目途に、市町村等の点検、補修等の状況を 

把握し、特に先進的に林道橋の点検を実施しているもの（推奨事例） 

については、各市町村等に対して情報提供を行う予定である。 

② 上記事務連絡において、農山漁村地域整備交付金（林道改良統合 

補助事業）による、橋梁の架け替え、転換、塗装などの促進につい 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
 

 

 

 

 

２ 橋梁の安全性及び信頼性の確保 

(1) 道路橋の安全性及び信頼性の確保 

（勧告要旨） 

国土交通省は、道路橋の安全性及び信頼性を確保する観点から、次

の措置を講ずる必要がある。その際、国土交通省は、地方公共団体の

自主性・自立性が確保されるように配慮すること。 

① 直轄道路橋を適切に維持管理するため、道路法及び同法施行規則

に定められている法令台帳等である道路台帳（橋調書）の整備等を

徹底すること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 道路管理者である国土交通大臣、都道府県及び市町村は、道路橋

の維持管理に当たって、法令台帳等として、道路台帳（橋調書）及

び橋梁台帳を整備 

＜調査結果の概要＞ 

○ 道路台帳（橋調書）を整備すべき 47 管理者（14 国道事務所等、

９道府県、７政令市及び 17市町村）のうち 18管理者(38.3％)、橋

梁台帳を整備すべき 28 管理者のうち６管理者（21.4％）では、記

載内容等が不十分 

 

て指導するとともに、同交付金（効果促進事業）を活用して、橋梁 

の改良に当たっての必要な調査（事業実施に必要な箇所の測量・設 

計を含む。）が可能である旨周知するとともに、その積極的な活用

について検討を依頼した。 

 

 

【国土交通省】 

＜改善状況＞（道路橋） 

→ 「道路台帳（橋調書）の整備等の徹底について」（平成22年３月26

日付け国道保第10号道路局国道・防災課長から各地方整備局道路部

長、北海道開発局建設部長、内閣府沖縄総合事務局開発建設部長あて）

により、直轄道路橋について、道路台帳（橋調書）の整備等の徹底を

図るよう周知しており、平成22年５月末までにすべての道路台帳（橋

調書）について修正を終了した。 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
（勧告要旨） 

② 道路橋の効率的な維持管理のため、地方公共団体と連携し、橋

梁のデータベース化などの検討を行った上で必要な情報の共有化

を図ること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 国土交通省では、社会資本の戦略的な維持管理方法として、公共

施設の点検結果等に係るデータベースの整備を推進 

○ 「道路橋の予防保全に向けた提言」（平成 20年５月 16日道路橋

の予防保全に向けた有識者会議）において、全国の道路橋に共通す

るデータベースを構築し、集積された損傷事例や補修事例などを活

用することにより、効率的で確実な維持管理を実行する旨提言 

＜調査結果の概要＞ 

○ 調査した 33管理者（９道府県、７政令市及び 17 市町村）のうち、

データベースを構築しているものが 14管理者（42.4％）。構築した

データベースの内容をみると、蓄積されている情報が管理者によっ

て区々 

 

（勧告要旨） 

③ 地方公共団体における定期点検及び第三者被害予防措置の実施

を促進するため、 

ⅰ) 定期点検等を適切に実施するために必要な点検方法、損傷に 

関する知識の習得などの技術支援を行うこと。 

ⅱ) 国土交通省（本省）と鉄道事業者との間で定期点検等の実施 

における基本的ルールを定めるなど、必要な調整を行うこと。 

＜改善状況＞ 

→ 地方公共団体から橋梁データベースに関する意見を聴取し、これを

踏まえて、橋梁の諸元や点検結果、損傷状況、補修・補強履歴等につ

いての全国統一のデータベースの構築に向け、システムの設計を実施

中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞（再掲） 

→ 講習会等の開催に当たっては、地方公共団体からの要望を踏まえて

実施しており、定期点検等を適切に実施するために必要な点検方法、

損傷に関する知識の習得、長寿命化修繕計画の策定に関する内容など

と併せ、平成22年度は約80回の講習会を開催予定である（平成22年７

月末現在、21回実施済み）。 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 国土交通省では、「橋梁定期点検要領（案）」に基づき、管理する

一般国道（指定区間）に設置された道路橋の定期点検等を実施 

また、橋梁を構成するコンクリート部材の一部が落下して第三者

に与える被害を予防するため、「橋梁における第三者被害予防措置

要領（案）」に基づき第三者被害予防措置を実施 

○ 地方公共団体が管理する道路橋については、定期点検、第三者被

害予防措置に関する要領等は定められておらず、一部の地方公共団

体が、独自に点検要領等を作成し定期点検等を実施 

＜調査結果の概要＞ 

○ 調査した 47 管理者における平成 16 年度から 20 年度までの５年

間の定期点検の実施状況をみると、国道事務所等、道府県及び政令

市ではすべての管理者が実施。一方、市町村については 17 管理者

のうちの８管理者（47.1％） 

道路橋数でみると、定期点検を実施しているものは全体で

52.7％。市町村が管理するものでは 5.4％と低調 

○ 調査した 47 管理者が管理する第三者被害予防措置が必要である

道路橋（計 3,099橋）のうち、平成 16年度から 20年度までの５年

間に第三者被害予防措置を実施したものは計 1,757 橋（56.7％）。

道府県では 10.4％、政令市では 24.9％、市町村では 23.7％と低調 

○ 第三者被害予防措置の実施に当たって、跨線橋や跨道橋につい

て、鉄道事業者又は他の道路管理者との協議に期間を要するとし

て、定期点検等が未実施となっているものなどが８管理者において

計 89 橋 

＜改善状況＞ 

→ 一部の鉄道事業者から点検に関する施行区分や点検作業に関する

事前協議期間に関する意見等を聴取し、引き続き、基本的なルールを

定めるための調整を実施中である。 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
（勧告要旨） 

④ 地方公共団体が点検結果に基づく適時・適切な補修等が実施で 

きるよう、地方公共団体の要請に基づき、補修等の実施時期・方 

法などの対処方針について、必要な技術支援を行うこと。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 直轄道路橋については、「橋梁定期点検要領（案）」及び「橋梁に

おける第三者被害予防措置要領（案）」において、定期点検等の結

果に基づく補修等の対処方針について規定 
＜調査結果の概要＞ 

○ 調査した 47 管理者が、平成 16 年度から 20 年度までの間に実施

した定期点検結果をみると、補修等が必要と判断されたものが

2,679 橋（12.6％）。これらのうち、20年 12月１日現在、必要な補

修等が実施されていないものが 1,330橋（49.6％） 

○ 調査した 47 管理者が、平成 16 年度から 20 年度までの間に実施

した第三者被害予防措置の結果をみると、補修等が必要と判断され

たものが計 289橋（15.8％）。これらのうち、20年 12月１日現在、

必要な補修等が実施されていないものが市町村管理の 13橋（4.5％） 

 

(2) 農道橋及び林道橋の安全性及び信頼性の確保 

（勧告要旨） 

農林水産省は、農道橋及び林道橋の安全性及び信頼性を確保する

観点から、次の措置を講ずる必要がある。その際、農林水産省は、

地方公共団体の自主性・自立性が確保されるように配慮すること。 

① 地方公共団体とともに、台帳等の整備方法、点検手法等を検討 

＜改善状況＞  

→ 「不具合発生時の情報連絡及び技術支援等について」（平成21年11

月10日付け事務連絡道路局国道・防災課企画専門官から各地方整備局

道路情報管理官、地域道路調整官、道路保全企画官、北海道開発局道

路技術対策官、道路防災対策官、内閣府沖縄総合事務局企画調整官あ

て）により、地方整備局等を通じ地方公共団体に対して必要な技術支

援体制の構築について通知し、構造物に重大な影響を与える亀裂、ひ

び割れ等の損傷、通行規制等を伴う重大な損傷などへの対処方針につ

いての地方公共団体からの要請に応じて、専門家派遣などの技術支援

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農林水産省】 

＜改善状況＞ （農道橋）（再掲） 

→ 農道の維持管理・点検診断の実施等に係る国の支援体制を整備する

ため、平成22年４月13日、各地方農政局等の農道担当者を対象とした

「農道担当者会議」を開催し、勧告内容を周知するとともに、各地方

農政局等において、農道台帳の整備方法、長寿命化対策に向けた点
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
すること。 

② 地方公共団体が、定期点検、点検結果に基づく補修及び第三者 

被害予防措置等を円滑に実施できるよう必要な情報（推奨事例な 

ど）を提供するなどの支援を実施すること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 農道管理者は、管理する農道について、農道台帳及び農道台帳の

付属資料として「橋梁調書」を作成 

○ 林道管理者は、民有林林道事業で施行した民有林林道について、

民有林林道台帳（以下「林道台帳」という。）及び林道台帳の付属

資料として「橋梁調書」を作成 

○ 農道橋及び林道橋については、橋梁の定期点検等に係る要領等は

定められていない状況 

農道については、各地方公共団体が定める条例、管理規則等に基

づき管理 

林道については、林道規程等において、林道の管理方法を定め、

通行の安全を図るように努めなければならないこと、また、林道の

巡回及び点検を行い、落石及び法面の損傷等による危険の防止に努

めることと規定 

 

＜調査結果の概要＞ 

○ 調査した 12 農道管理者のうち、農道橋に関して農道台帳に記載

すべき事項が記載されていないものが４管理者 

○ 調査した 25 林道管理者のうち、林道橋に関して林道台帳に記載

すべき事項が記載されていないものなどが 10管理者 

検・診断などに関する課題について、農道管理者である地方公共団体

とともに整理・検討する体制を構築するよう指示した。 

あわせて、農道の維持管理・点検診断の参考とするため、道路橋の

アセットマネジメント、点検要領などの参考文献情報（リスト）を配

布し、管内地方公共団体への情報提供を行った。 

なお、平成22年８月以降、各地方農政局等において、地方公共団体

とともに課題の把握、事例・情報収集及び意見交換等を行い、農道台

帳、点検診断手法及び保全対策計画の内容等の充実を図るべく検討を

進めていく予定である。 

 

＜改善状況＞（林道橋） 

→ 林野庁では、各都道府県に対して発出した事務連絡（平成22年３月 

10日付け林野庁森林整備部整備課林道事業班担当課長補佐、監査管理 

班担当課長補佐から各都道府県林道整備事業担当課長あて）において、 

①林道橋の適切な管理のための法令台帳等の整備の徹底、②橋梁の現 

状を把握するための定期的な点検の実施、③橋梁の損傷状況等に応じ 

た適切な補修の実施などについて検討を依頼した。 

 

平成22年５月19日から20日に開催した「民有林森林整備事業担当課

長等会議」において、林道橋の点検管理の必要性について周知すると

ともに、平成22年９月から10月に開催予定の都道府県の林道実務担当

者を対象とした「森林整備事業ブロック会議」、平成23年１月に開催

予定の「民有林森林整備事業担当課長等会議」においても、その必要

性について、周知することとしている。 

さらに、平成22年度に開催予定の森林・林業技術研修において、林
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 
○ 調査した 12農道管理者及び 25林道管理者のうち、定期点検を実

施しているものは１農道管理者及び３林道管理者。橋梁数でみる

と、定期点検を実施した農道橋は 13.7％、林道橋は 10.2％ 

○  調査した林道管理者が定期点検を実施した結果、補修等が必要と

判断された計 76 橋のうち、必要な補修等を実施していないものが

計 73 橋（96.1％） 

道橋の点検管理の必要性について講義を行う予定である。 

 

地方公共団体等が、林道橋の点検を体系的かつ円滑に実施できるよ

う、林道橋維持管理マニュアル（仮称）を作成し、９月中に都道府県

に対し参考配布することとしている。 

また、新たに点検・修理等の履歴を記載するための様式（林道橋カ

ルテ）を作成し、都道府県に対し参考配布することとしており、９月

から10月に開催予定の都道府県の林道実務担当者を対象としたブロ

ック会議において、その内容を説明することとしている。 

 

 


